
協議第１８号  
 
   合併協定項目一括提案について  

 
以下の協定項目について、次のとおり一括提案する。  

 
１～１９ 略  

 
２０ 環境対策事業の取扱い  

 
（１） 環境基本計画については、合併後速やかに策定する。それ

までの間は、現行のとおりとする。 

（２） 環境審議会については、合併する年度の翌年度に再編する。 

（３） 不法投棄防止については、合併する年度の翌年度に再編す

る。それまでの間は、現行のとおりとする。 

（４） 火葬場、斎場の使用については、合併時に再編する。 

 
 
２１ 略  
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